
　
定
額
給
付
金
に
関
連
す
る
法
案
は
、
国
会
で
３

月
４
日
に
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
市

で
は
早
急
に
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
今
月

末
に
は
各
世
帯
に
申
請
関
係
書
類
を
送
り
ま
す
。

ま
た
、
「
子
育
て
応
援
特
別
手
当
」
も
、
該
当
す

る
世
帯
に
申
請
書
を
同
封
し
ま
す
。
支
給
は
、
申

請
を
受
け
付
け
次
第
、
順
次
開
始
し
ま
す
。

　
定
額
給
付
金
は
、
国
内
の
景
気
が
後
退
す
る
中
、
住
民

へ
の
生
活
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
経
済
対
策
と

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
事
業
で
す
。

　●

定
額
給
付
金
事
業
の
関
係
で
、

　
市
役
所
か
ら
電
話
で
「
家
族

　
構
成
」
や
「
個
人
名
」
「
口

　
座
番
号
」
な
ど
を
問
い
合
わ

　
せ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　●

市
役
所
か
ら
、「
定
額
給
付
金

　
の
書
類
が
届
い
て
い
る
か
」

　
を
電
話
で
問
い
合
わ
せ
る
こ

　
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　●

申
請
書
の
郵
送
先
が
市
役
所

　
以
外
に
な
る
こ
と
は
、
あ
り

　
ま
せ
ん
。

※
不
審
な
電
話
な
ど
が
あ
っ
た

　
ら
、
市
役
所
か
警
察
署
に
連

　
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
商
工
観
光
課

▽
給
付
が
受
け
ら
れ
る
方
　
平

　
成
21
年
２
月
１
日
現
在
、
次

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　●

市
内
に
住
民
登
録
が
あ
る
方

　●

在
留
資
格
を
有
し
、
市
内
に

　
外
国
人
登
録
が
あ
る
方
（
出

　
生
な
ど
で
在
留
資
格
を
有
す

　
る
こ
と
な
く
在
留
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
方
を
含
み
、
短
期

　
滞
在
在
留
者
を
除
く
）

▽
支
給
金
額
　
給
付
対
象
１
人

　
に
つ
き
１
万
２
０
０
０
円

　
﹇
た
だ
し
、
平
成
21
年
２
月

　
１
日
現
在
、
65
歳
以
上
の
方

　
（
昭
和
19
年
２
月
２
日
以
前

　
生
ま
れ
）
と
、
18
歳
以
下
の

　
方
（
平
成
２
年
２
月
２
日
以

　
降
生
ま
れ
）
は
２
万
円
﹈

▽
支
給
方
法
　
原
則
、
金
融
機

　
関
の
口
座
へ
の
振
込
み
と
し
、

　
世
帯
全
員
の
分
を
世
帯
主
に

　
一
括
し
て
支
給
し
ま
す
。
口

　
座
を
お
持
ち
で
な
い
方
に
は
、

　
申
請
書
を
受
付
後
、
支
払
方

　
法
を
後
日
通
知
し
ま
す
（
申

　
請
と
同
時
に
支
給
す
る
こ
と

　
は
で
き
ま
せ
ん
）
。

　
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、

生
活
対
策
の
一
環
と
し
て
、
子

ど
も
の
多
い
世
帯
の
幼
児
教
育

期
の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か

ら
、
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

▽
対
象
と
な
る
子
ど
も

　●

平
成
20
年
度
内
に
、
小
学
校

　
就
学
前
３
年
間
に
該
当
す
る

　
子
ど
も
（
平
成
14
年
４
月
２

　
日
か
ら
平
成
17
年
４
月
１
日

　
ま
で
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
）

　
で
、
第
２
子
以
降
の
子
ど
も

※
第
２
子
の
判
定
は
、
18
歳
以

　
下
（
平
成
２
年
４
月
２
日
〜

　
平
成
17
年
４
月
１
日
生
ま

　
れ
）
の
子
ど
も
の
中
か
ら
年

　
齢
順
に
数
え
て
い
き
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
子
ど
も
と
第
１

　
子
の
住
民
登
録
が
異
な
る
場

　
合
は
、
扶
養
を
確
認
で
き
る

　
書
類
が
必
要
で
す
。
こ
の
場

　
合
、
申
請
書
を
送
る
こ
と
が

　
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
問
い
合

　
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
支
給
金
額
　
対
象
と
な
る
子

　
ど
も
１
人
当
た
り
３
万
６
０

　
０
０
円
を
、
同
居
し
て
い
る

　
世
帯
主
に
支
給
し
ま
す
。

▽
申
請
手
続
き
　
該
当
す
る
世

　
帯
に
は
、
定
額
給
付
金
申
請

　
書
と
と
も
に
「
子
育
て
応
援

　
特
別
手
当
申
請
書
」
も
同
封

　
し
ま
す
。
定
額
給
付
金
と
あ

　
わ
せ
て
、
世
帯
主
の
方
が
申

　
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
子

　
育
て
支
援
係
（
直
通
５
５
８

　
・
１
２
５
０
）

　
申
請
書
は
、
世
帯
主
あ
て
に

３
月
26
日
（木）
以
降
、
送
付
し
ま

す
（
簡
易
書
留
郵
便
の
た
め
、

郵
便
事
業
（株）
の
事
情
で
、
全
世

帯
へ
の
配
達
に
は
日
数
が
か
か

り
ま
す
。
遅
く
と
も
４
月
15
日

ま
で
に
は
届
く
予
定
で
す
）
。

届
き
ま
し
た
ら
、
必
要
事
項
を

記
入
の
上
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
（
市

役
所
１
階
特
設
会
場
で
も
受
け

付
け
ま
す
）
。

　
申
請
に
は
、
申
請
書
の
ほ
か
、

次
の
書
類
が
必
要
で
す
。

▽
郵
送
で
申
請
さ
れ
る
方
　

　●

申
請
者
（
世
帯
主
）
で
あ
る

　
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
運

　
転
免
許
証
、
健
康
保
険
証
な

　
ど
）
の
写
し

　●

振
込
口
座
（
世
帯
主
名
義
）

　
の
金
融
機
関
名
、
支
店
名
、

　
支
店
コ
ー
ド
、
口
座
番
号
、

　
口
座
名
義
が
分
か
る
通
帳
の

　
写
し

▽
特
設
会
場
で
申
請
さ
れ
る
方

　●

世
帯
主
が
来
ら
れ
る
場
合
、

　
申
請
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明

　
す
る
書
類
（
運
転
免
許
証
、

　
健
康
保
険
証
な
ど
。
コ
ピ
ー

　
可
）

　●

振
込
み
先
が
確
認
で
き
る
も

　
の
（
通
帳
か
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

　
ー
ド
。
コ
ピ
ー
可
）

※
代
理
申
請
・
代
理
受
領
を
希

　
望
す
る
場
合
は
、
同
封
の
お

　
知
ら
せ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
３
月
30
日
（月）
か
ら
５
月
29
日

（金）
ま
で
、
市
役
所
１
階
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
で
、
定
額
給
付

金
と
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の

申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

▽
受
付
時
間
　
午
前
９
時
〜
午

　
後
４
時
（
正
午
か
ら
午
後
１

　
時
ま
で
を
除
く
）

※
４
月
中
は
、
土
曜
日
を
同
じ

　
時
間
で
、
水
曜
日
は
午
後
８

　
時
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

※
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、

　
な
る
べ
く
郵
送
で
申
請
し
て

　
く
だ
さ
い
。

※
五
日
市
出
張
所
で
も
受
け
付

　
け
ま
す
（
平
日
の
み
）
。

▽
問
合
せ
　
商
工
観
光
課
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再生紙を使用
しています

が
支
給
さ
れ
ま
す

申
請
手
続
き

申
請
受
付
特
設
会
場
を

　
　
　
　
設
置
し
ま
す

定
額
給
付
金
の
給
付
を

か
た
っ
た
振
り
込
め
詐
欺
に

　
　
　
注
意
し
て
く
だ
さ
い

定
額
給
付
金
給
付
事
業

４月の市民相談（予約制）

○市役所
　●不動産取引相談…３日㈮
　●交通事故相談…８日㈬
　●税務相談…13日㈪
　●法律相談…14日㈫・28日㈫
　●登記相談…17日㈮
　●行政相談…22日㈬
　●人権身の上相談…24日㈮

○五日市出張所
　●法律相談…２日㈭

○時間　午後１時30分～４時30分

○予約　法律相談は、相談日の７日前の午

　前８時30分から電話で受け付けます。そ

　の他の相談は、随時受け付けます。

○予約・問合せ　市民課市民相談窓口係

　（直通５５８－１２１６）へ

４月の健康相談

○期日・場所
　●６日㈪…市役所
　●20日㈪…五日市ファインプラザ
○時間　午後１時30分～３時30分
○内容　血圧・体脂肪率測定、保健師・
　栄養士による健康や栄養に関する各種
　相談
○受付　当日、会場へ
○問合せ　健康課健康づくり係（直通５
　５８－１１８３）へ

世帯と人口
―平成21年３月１日現在―

世帯 32,390世帯
人口 81,598人（前月比 64人増）
男　 40,879人
女　 40,719人

チ
ャ
イ
ム
の

　
　
　
時
刻
変
更

　
４
月
１
日
（水）
か
ら
防
災
行
政
無

線
の
チ
ャ
イ
ム
放
送
時
刻
を
午
後

５
時
30
分
に
変
更
し
ま
す
。

地元での消費拡大が期待されています（写真＝昨年９月のヨルイチでにぎわう五日市商店街）


